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栃木税務署からのお知らせです

■確定申告会場は、栃木商工会議所大ホールです
開設期間　平成19年2月5日（月）～平成19年4月2日（月）※土・日曜日・祝日は開設しておりません。

■所得税の確定申告と納税は正しくお早めに！
平成18年分の所得税の確定申告は、平成19年3月15日（木）が申告・納付の期限となっています。
申告書はご自分で書いてできるだけお早めに提出してください。申告書は郵便や信書便による送付で

も提出することができます。また、自宅やオフィスから、インターネットで申告や納税ができる「e-Tax
（国税電子申告・納税システム）」も是非ご利用ください。
国税庁ホームページでは、個人の方の確定申告書等の作成ができる「確定申告書等作成コーナー」を

開設しています。「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータは、直接e-Taxに送信することもでき
ます（事前手続が必要です）。申告書の作成には是非こちらをご利用ください。
「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」の詳細につきましては、e-Taxホームページ【http://www.e-

tax.nta.go.jp】またはヘルプデスク（10570-015901）でご確認ください。
■贈与税の申告と納税は正しくお早めに！
平成18年分の贈与税の申告は、平成19年3月15日（木）が申告・納付の期限となっています。
申告書はご自分で書いてできるだけお早めに提出してください。

栃木税務署　10282－22－0885問い合わせ先
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思いやりと交流で創る 新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY
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市では、所得税及び市県民税の申告相談を下記の日程で行います。国分寺会場は従来どお
り国分寺公民館で実施します。受付時間は午前の部は9時から11時、午後の部は1時から3時
30分までです。また、土・日は開設していません。
申告を忘れてしまうと、各種証明書の発行ができなかったり、国民健康保険税の軽減措置

が受けられなくなることもあります。年金収入の方も申告により税金が減額になる場合があ
りますので、必ず期限内に申告してください。
なお、営庶業等の業種（保険外交員含む）で所得税の申告をされる方、株式譲渡所得や一

般譲渡所得がある方及び贈与税等の申告をされる方は、栃木税務署で申告してください。

申 告 相 談 日 程 表申 告 相 談 日 程 表




